
（アの場合）

 　 Ⓐ×5%

（イの場合）

         （アの場合）

   　課税標準額 　×　税率　　＝　 税　額

           平成29年度 　   1,700,000円　 ×   1.4%  　＝  23,800円
           平成30年度 　   1,825,000円　 ×   1.4%  　＝  25,550円（1,750円の増）

         （イの場合）

   　課税標準額 　×　税率　　＝　 税　額

           平成29年度 　     300,000円　 ×   1.4%  　＝　 4,200円
           平成30年度 　     500,000円　 ×   1.4%  　＝　 7,000円（2,800円の増）

20%

負担調整措置のイメージ

平成29年度 平成30年度

100%
本来の課税標準額

Ⓐ 2,500,000円

今年度の本来の課税標準額Ⓐを100％とした場合に、100％に達するまでⒶの5％分ずつ税負担が上昇します。

（アの場合）

以下のいずれか低い額が今年度の課税標準額

になります。

① 本来の課税標準額Ⓐ ＝2,500,000円

② 前年度課税標準額＋Ⓐ×5%

1,700,000円＋2,500,000円×5%

＝1,825,000円

②が今年度の課税標準額になります。

（イの場合）

本来の課税標準額Ⓐの20%を下回る場合は、

本来の課税標準額の20%が今年度の課税標準

額となります。

Ⓐ×20% 2,500,000円×20%  ＝ 500,000円

前年度の課税標準額

300,000円

前年度の課税標準額

1,700,000円


